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１ 訪問介護 

 

（１）人員に関する基準 

① 訪問介護員等の員数 

【指導事例】 

・ 訪問介護員等を常勤換算方法で２．５以上確保していない。 

・ サービス提供責任者の員数が基準に満たない。 

・ 高齢者向け集合住宅や保険外サービスの従業員としての勤務時間と訪問介護員（生活支援

型訪問サービス従業者を含む。以下、「生活支援型訪問サービス従業者」を「従業者」とい

う。）としての勤務時間が明確に区分されていない。 

・ 登録訪問介護員の勤務延時間数の算定が誤っている。 

ａ 事業所ごとに配置すべき訪問介護員等の員数（常勤換算方法で２．５以上）を満た

していない状態での事業運営は認められない。 

ｂ サービス提供責任者については、利用者の数が４０人又はその端数を増すごとに１

人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。また、サービス提供責任者

として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、

当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数（３２時

間を下回る場合は３２時間を基本とする。）の２分の１以上に達している者でなけれ

ばならない。 

ｃ 訪問介護員（従業者）が高齢者向け集合住宅の従業員を兼務する場合、高齢者向け集

合住宅や保険外サービスの業務に従事している時間は、訪問介護員（従業者）として配

置されている時間とはみなされないので、高齢者向け集合住宅や保険外サービスの従業員

としての勤務時間と訪問介護員（従業者）としての勤務時間を明確に区分すること。 

ｄ 勤務日及び勤務時間が不定期な訪問介護員等（以下「登録訪問介護員等」という。）

の勤務延時間数の算定については、１人当たりの勤務時間数を、当該事業所の登録訪問

介護員等の前年度の週当たりの平均稼動時間（サービス提供時間及び移動時間）とする

必要がある。 

また、登録訪問介護員等によるサービス提供の実績がない事業所又は極めて短期の実

績しかなく、上記の算出方法が不適当であると認められる事業所については、当該登

録訪問介護員等が確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間のみを勤

務延時間数に算入すること。なお、この場合においても、勤務表上の勤務時間数は、

サービス提供の実績に即したものでなければならないため、勤務表上の勤務時間と実

態が乖離していると認められる場合には、勤務表上の勤務時間の適正化の指導対象と

なるものである。 

 

 ② 管理者 

ａ 管理者は、原則として常勤専従でなければならず、管理業務に支障がない場合のみ兼務

が可能となっている。管理者が訪問介護員として訪問介護サービス等に従事することが多

く、労務管理など管理者としての業務を適切に行うことができないような場合は、基準違

反となるので留意すること。また、法人の代表者が、当該法人内の別の事業所に勤務して
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いたにもかかわらず、代表者ということをもって事業所の管理業務やサービス提供責任者

の業務を行っていた事例も見受けられたが、この場合も基準違反である。 

 

〇 人員基準の概要 

 

１ 訪問介護員等 

・ 事業所ごとに、常勤換算方法で２．５以上の数が確保されること。  

※ 訪問介護員等には、サービス提供責任者を含む。  

※ 訪問介護員等の資格等要件 

（ア）介護福祉士 

（イ）看護師、准看護師 

（ウ）実務者研修修了者 

（エ）介護職員初任者研修、旧介護員養成研修（介護職員基礎研修課程、１級課

程、２級課程）を修了した者 

（オ）介護保険法施行前に（エ）の研修に相当する研修を修了した者 

（カ）生活援助従事者研修修了者（生活援助中心型サービスのみ従事可能。） 

２ サービス提供責任者 

・ 常勤・専従であること。（当該事業所の管理者との兼務可）  

・ 指定訪問介護の職務に従事する者の中から選任すること。  

・ 利用者数（前３月の平均）が４０又はその端数を増すごとに１人以上の人数を確

保すること。  

例：利用者数３５人の場合、サービス提供責任者１人（常勤専従） 

     利用者数５０人の場合、サービス提供責任者２人（常勤専従） 

     利用者数２５０人の場合、サービス提供責任者７人（常勤専従） 

・ ただし、利用者数が４０人を超える事業所については、常勤換算方法により、所

定の員数を非常勤のサービス提供責任者の配置基準による配置を可能とする。  

例：利用者数３５人の場合、サービス提供責任者１人（常勤専従）※常勤換算不可 

     利用者数５０人の場合、５０÷４０＝１．２５ 

→１．３人（小数第１位に切り上げ） 

※ 常勤換算方法による場合の常勤のサービス提供責任者は、別表一の右側から

『１人』であるため、１．３人から差し引くと、非常勤のサービス提供責任者

の必要数は、１．３－１＝０．３となる。ただし、非常勤のサービス提供責任

者の必要員数は必ず０．５以上でなければならないため、配置すべき最低員数

は、常勤専従１人、非常勤０．５となる。 

利用者数２５０人の場合、２５０÷４０＝６．２５ 

→６．３人（小数第１位に切り上げ） 

※ 常勤換算方法による場合の常勤のサービス提供責任者は、別表一の右側から

『５人』であるため、６．３人から差し引くと、非常勤のサービス提供責任者

の必要数は、６．３－５＝１．３となる。 

この場合、配置すべき最低員数は、常勤専従５人 非常勤１．３となる。た
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だし、非常勤のサービス提供責任者の必要員数は必ず０．５以上でなければな

らないため、非常勤のサービス提供責任者は、常勤換算で０．５以上の者を１

．３以上配置すればよい（例：０．５の者を３人、０．６と０．７の者を２人

など。実人員は問わない。）。 

・ 以下の要件を全て満たす場合には、サービス提供責任者の員数を利用者の数が５

０人又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。  

①常勤のサービス提供責任者を３人以上配置  

②サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している。 

③サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合 

・ サービス提供責任者の資格等要件 

（ア）介護福祉士 

（イ）看護師、准看護師 

（ウ）実務者研修修了者 

（エ）介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修１級課程を修了した者 

   ※ 平成３０年４月１日以降、「３年以上介護等の業務に従事した者であって、介

護職員初任者研修修了者又は訪問介護員２級課程修了者」については任用要件か

ら廃止。現に従事している者についての経過措置も平成３１年３月３１日をもっ

て終了。 

３ 管理者 

  ・ 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 

※ 次の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼

ねることができる。なお、管理者は訪問介護員等である必要はない。 

（ア）当該事業所の訪問介護員等として職務に従事する場合 

（イ）同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務

に支障がないと認められる範囲内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業

者としての職務に従事する場合 
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別表一 

● 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数 

 

別表二 

● 常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数（居

宅基準第５条第５項の規定の適用を受ける指定訪問介護事業所の場合） 
 

利用者の数 

Ｈ１１老企２５・第三･一

・１（２）②のイに基づ

き置かなければならない

常勤のサービス提供責任

者数 

常勤換算方法を採用す

る事業所で必要となる

常勤のサービス提供責

任者数 

４０人以下 １ １ 

４０人超 ８０人以下 ２ １ 

８０人超１２０人以下 ３ ２ 

１２０人超１６０人以下 ４ ３ 

１６０人超２００人以下 ５ ４ 

２００人超２４０人以下 ６ ４ 

２４０人超２８０人以下 ７ ５ 

２８０人超３２０人以下 ８ ６ 

３２０人超３６０人以下 ９ ６ 

３６０人超４００人以下 １０ ７ 

４００人超４４０人以下 １１ ８ 

４４０人超４８０人以下 １２ ８ 

４８０人超５２０人以下 １３ ９ 

５２０人超５６０人以下 １４ １０ 

５６０人超６００人以下 １５ １０ 

６００人超６４０人以下 １６ １１ 

利用者の数 

居宅基準第５条第５項の

規定の適用を受ける訪問

介護事業所が置かなけれ

ばならない常勤のサービ

ス提供責任者数 

常勤換算方法を採用す

る事業所で必要となる

常勤のサービス提供責

任者数 

      ５０人以下 ３ ３ 

５０人超１００人以下 ３ ３ 

１００人超１５０人以下 ３ ３ 

１５０人超２００人以下 ４ ３ 

２００人超２５０人以下 ５ ４ 

２５０人超３００人以下 ６ ４ 

３００人超３５０人以下 ７ ５ 

３５０人超４００人以下 ８ ６ 

４００人超４５０人以下 ９ ６ 

４５０人超５００人以下 １０ ７ 

５００人超５５０人以下 １１ ８ 

５５０人超６００人以下 １２ ８ 

６００人超６５０人以下 １３ ９ 
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（２）運営に関する基準 

① 内容及び手続きの説明及び同意 

【指導事例】 

・ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実

施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）について明記されていない。 

・ 利用者負担額について、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じ

て１割から３割までのいずれかであることが記載されていない。 

・ サービス提供の記録等の保存年数が２年とされていた。 

ａ 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。 

ｂ 重要事項説明書や契約書の見直しを適宜行うなど、誤りがないようにしておくこと。 

 

〇 重要事項説明書に記載すべきと考えられる事項 

 

ア 運営規程の概要（運営規程に記載すべき事項は以下のとおり） 

ⅰ 事業の目的及び運営の方針 

ⅱ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ⅲ 営業日及び営業時間 

ⅳ 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

ⅴ 通常の事業の実施地域 

ⅵ 緊急時等における対応方法 

ⅶ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日まで努力義務） 

ⅷ その他運営に関する重要事項 

イ 訪問介護員等の勤務体制 

（「管理者１人、サービス提供責任者〇人以上、訪問介護員〇人以上」等） 

ウ 事故発生時の対応 

エ 苦情処理の体制 

ⅰ 事業所担当 

ⅱ 市町村（和歌山市の場合は、和歌山市介護保険課及び指導監査課） 

ⅲ 国民健康保険団体連合会   等 

オ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

ⅰ 実施の有無（実施していない場合はⅱからⅳは省略可能） 

ⅱ 実施した直近の年月日 

ⅲ 実施した評価機関の名称 

ⅳ 評価結果の開示状況 

 

ｃ 和歌山市では条例上、保存年数はサービスを提供した日から５年となる。 
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② 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

【指導事例】 

・ 居宅サービス計画に位置付けられていないサービスを提供していた。 

・ 利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となった際、変更した内容のサ

ービス提供を行い、事後にサービス提供票に記載して介護支援専門員に報告していた。 

 ａ 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなけれ

ばならない。 

ｂ 利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となった場合、サービスの提供

時間帯及び内容に変更が生じた場合には、利用者の希望を確認の上で、居宅サービス計

画の変更の援助を行う必要があり、これらの手続きを経てサービス提供を行わなければ

ならない。 

ｃ 原則、居宅サービス計画に位置付けのない訪問介護サービスを提供した場合、介護報酬

の請求は認められない。 

 

③ サービスの提供の記録 

【指導事例】 

・ サービス提供記録に提供した具体的なサービス内容を記載していなかった。 

・ サービス提供記録に計画上の時間を記載していた。 

・ １度の訪問により身体介護と生活援助を組み合わせて算定する訪問介護において、総提供

時間数のみ記載するのではなく、身体介護及び生活援助のそれぞれに要した時間を記載する

こと。 

ａ サービスを提供した際には、提供日、内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者

の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならない。 

ｂ サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録しておく必要がある。 

   ※ サービス提供記録には、実際のサービス提供の開始時間と終了時間を記載すること。 

※ 訪問介護における通院介助に係るサービス提供記録については、居宅でのサービス開

始から移動時間、院内時間、受診時間、移動時間、サービス終了までの時間を記載する

こと。 

   また、医療にかかった所要時間及び単なる待ち時間を明確にしておくとともに、総サ

ービス時間から当該時間を差し引いて、報酬算定に係る所要時間を確定する。 

※ 訪問介護の所要時間については、従前より「訪問介護計画」に位置付けられた内容の

指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間」としており、訪問介護計画には、提供す

るサービスの具体的内容、所要時間及び日程等を明らかにすることとされている。 

   したがって、訪問介護を実際に提供した時間が、訪問介護計画に明記された所要時間

を越えた又は下回った場合であっても、訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問

介護を適切に行った場合、訪問介護計画に明記された所要時間により、所定単位数を算

定すること。 

   なお、訪問介護計画に明記された所要時間と訪問介護を実際に提供した時間が著しく
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又は恒常的に乖離する場合等は、再度利用者に十分な説明を行うとともに、介護支援専

門員と調整の上、必要に応じ訪問介護計画の見直しを図ること。 

※ 「提供した具体的なサービスの内容」「利用者の心身の状況」「その他必要な事項」

を記録することの重要性については、以下の２点が挙げられる。 

ⅰ 利用者に対するサービスの質の向上につながること。 

計画に沿ったサービス提供が適正に行われているか、提供しているサービスが利用

者の課題解決につながっているか、さらに改善すべきサービスはないか等を、訪問介

護計画を作成するサービス提供責任者が把握できるような記録とすることにより、利

用者に対するサービスの質の向上につながること。 

ⅱ サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること。 

事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や指定権者に対し証 

明する責任がある。このための挙証資料として、提供した具体的なサービスの内容の

記録が重要となる。なお、サービスを提供したことが挙証できない場合、介護報酬の

請求は認められず、請求済みの介護報酬については返還の対象となる。 

  ｃ 訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記載するとともに、

利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利

用者に対して提供しなければならない。 

 

④ 利用料等の受領 

【指導事例】 

・ 感染を予防するための使い捨てゴム手袋に係る費用を利用者に負担させていた。 

・ 利用者の居宅を訪問するに当たって、近隣の有料駐車場を利用した場合に、駐車料金を利

用者に請求していた。 

・ 保険給付対象外のサービスを提供した際に、その利用者から支払いを受ける利用料の額

と、指定訪問介護に係る費用の額との間に、不合理な差額が生じている。 

  ａ 感染を予防するための備品は事業所において備えなければならないものであり、当該費

用を利用者に負担させることはできない。 

ｂ 通常の事業の実施地域以外の居宅においてサービスを行う場合の交通費については、移

動に要する実費の範囲内で利用者に請求することは可能であるが、通常の事業の実施地

域内の利用者については交通費（駐車料金等を含む。）を請求することはできない。事

業所が負担するか、要件を満たせば駐車禁止の適応除外を受けられる場合もあるので、警

察署に相談することが望まれる。また、駐車マナーに留意し、近隣住民等の私有地への無

断駐車は絶対に行わないこと。 

  ｃ 保険給付対象とならないサービスを行う場合、保険給付対象となるサービスと明確に区

分して実施すること。  

また、支給限度額を超えてなお介護保険サービスと同等のサービスを提供する場合、そ

の価格については、サービス内容が介護保険サービスと同等であることを踏まえ、介護保

険サービスにおいて事業者に支払われる費用額と同水準とすることが望ましい。ただし、

利用者等に対し、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書によって丁寧に説明し、

同意を得ることにより、介護保険サービスにおいて事業者に支払われる費用額とは別の価
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格設定が可能である。 

ｄ 保険給付対象とならないサービスを行う場合、保険給付対象となるサービスと明確に 

区分して実施すること。 また、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供

する場合、次の点に留意のうえ、サービスを実施すること。 

 

〇介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて 

 

訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合には、保険外サービスを訪問介

護と明確に区分することが必要であり、その具体的取扱いとして、事業者は以下の事項を

遵守すること。 

① 保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定訪問介護事業所の運

営規程とは別に定めること。 

② 契約の締結に当たり、利用者に対し、上記①の概要その他の利用者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サ

ービスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること。なお、保険

外サービスの提供時間は、訪問介護の提供時間には含めないこと。 

③ 契約の締結前後に、利用者の担当の介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供

時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提

供されたサービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス

計画（週間サービス計画表）に記載すること。 

④ 利用者の認知機能が低下しているおそれがあることを十分に踏まえ、保険外サービ

スの提供時に、利用者の状況に応じ、別サービスであることを理解しやすくなるよう

な配慮を行うこと。例えば、訪問介護と保険外サービスを切り替えるタイミングを丁

寧に説明する等、利用者が別サービスであることを認識できるような工夫を行うこ

と。 

⑤ 訪問介護の利用料とは別に費用請求すること。また、訪問介護の事業の会計と保

険外サービスの会計を区分すること。 

※ また、利用者保護の観点から、提供した保険外サービスに関する利用者等からの 

苦情に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置等必要な措置を講じること。な

お、指定訪問介護事業者は、訪問介護を提供する事業者の責務として、訪問介護に

係る苦情に対応するための措置を既に講じていることから、当該措置を保険外サー

ビスに活用することが考えられる。 

 

⑤ 訪問介護計画の作成 

【指導事例】 

・ 提供しているサービス内容が、訪問介護計画に位置付けられていなかった。 

・ 訪問介護計画においてサービスの具体的内容が記されず、記載内容が不十分であっ

た。 

・ 訪問介護計画の作成日及び交付日が記録されていなかった。 
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・ 訪問介護計画に記載した目標の期間が終了しているにもかかわらず、そのままになっ

ていた。 

・ 訪問介護計画の実施状況の把握（モニタリング）が行われていなかった。 

・ 居宅サービス計画が変更され、訪問介護計画の内容について変更の必要性が認められ

るにもかかわらず、適切な変更が行われていなかった。 

  ａ サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問介護等

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間

等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。 

  ※ 訪問介護計画に記載すべき事項 

・ 援助の方向性、目標（利用者の状況を把握・分析し、訪問介護の提供によって解

決すべき問題状況を明らかにするなど、適切なアセスメントに基づいたもの） 

・ 担当する訪問介護員等の氏名 

・ 提供するサービスの具体的内容 

・ 所要時間、日程等 

ｂ 訪問介護計画等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければならない。 

ｃ 訪問介護計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。また、その実施状況や評価についても説明を行わなければならない。 

ｄ 訪問介護計画等を作成した際には、当該訪問介護計画等を利用者に交付しなければなら

ない。 

  ｅ 訪問介護計画作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い必要に応じて当該訪問

介護計画の変更を行う。 

  ｆ ａ～ｄの規定は、訪問介護計画の変更について準用する。 

ｇ サービス提供責任者は、他の訪問介護員等が行うサービスが訪問介護計画等に沿って行

われているかについて把握するとともに、助言・指導等必要な管理を行うものとする。 

ｈ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８ 

号）第１３条第１２号において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指

定居宅サービス事業者等に対して、指定居宅サービス等基準において位置付けられている

計画の提出を求めるものとする」と規定していることを踏まえ、居宅サービス計画に基づ

きサービスを提供している指定訪問介護事業者は、当該居宅サービス計画を作成している

指定居宅介護支援事業者から訪問介護計画の提供の求めがあった際には、当該訪問介護計

画を提供することに協力するよう努めるものとする。 

 

⑥ 同居家族に対するサービス提供の禁止 

【指導事例】 

・ 保険者と協議を行うことなく、３親等以内の別居親族に対しサービスを提供してい

た。 

ａ 基準上、訪問介護事業者が、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する訪

問介護の提供を禁止されているが、別居親族による訪問介護の提供については、同居家族
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のサービス提供と異なり、それ自体、介護保険法令上禁止されているものではない。 

    しかし、別居親族による訪問介護の提供を行うことは、家族として行う介護と訪問介護

事業所の訪問介護員として行うサービスとの区別が曖昧になるおそれがあり、望ましくな

いことから、和歌山市では別居親族による訪問介護を実施する場合は、保険者と協議し

たうえで行うものとし、当該協議の結果（協議日時や内容、その他保険者からの指導事

項等）を訪問介護計画に記録し保存しておくこと。 

 

⑦ 管理者及びサービス提供責任者の責務 

【指導事例】 

・ サービス提供責任者が、訪問介護員のサービス提供予定及び当該実績管理を適切に行

っていなかった。 

・ サービス提供責任者が、訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容の指示、

利用者状況についての伝達を適切に行っていなかった。 

・ 訪問介護員のシフト表等の管理関係記録が整備されていなかった。 

ａ 管理者の責務 

・ 従業者及び業務の管理を、一元的に行う。 

・ 従業者に基準省令における「第４節 運営に関する基準」を遵守させるため必要な指

揮命令を行う。 

  ｂ サービス提供責任者の責務 

ⅰ 訪問介護サービスの申込み等の調整 

・ 利用者等からの申込み受付 

・ 介護保険給付対象外のサービスにおける申込みの対応（保険外であることの説明、対応

の可否の回答） 

・ 利用に係る契約及び契約更新（サービス対象業務と対象外業務に関する説明等） 

   ⅱ 訪問介護計画の作成 

    ・ ケアプランの理解 

    ・ 利用者宅への訪問、アセスメント 

    ・ 訪問介護計画の作成 

   ⅲ 居宅介護支援事業者等との連携、サービス担当者会議への参加 

    ・ サービス担当者会議の参加 

    ・ 介護支援専門員等への報告、連絡調整 

ⅳ 訪問介護計画の説明 

    ・ 利用者やその家族に対する訪問介護計画書の説明と同意の取得 

    ・ 作成した訪問介護計画書の利用者への交付 

   ⅴ 訪問介護サービス提供後の状況確認 

    ・ 計画の変更を検討するための再調査や定期訪問 

    ・ 担当の訪問介護員からの状況把握 

    ・ サービス提供後の訪問介護計画書の変更 

ⅵ 訪問介護員のサービス内容の管理 
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・ 訪問介護員のサービス提供に係る報告、連絡、別のヘルパーへの申し送り事項の確認等

管理（請求業務の根拠資料の確認を含む。） 

・ 訪問介護員に対する情報伝達 

・ 訪問介護員のサービス提供に関する利用者からの苦情や相談の対応 

・ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理 

   ⅶ 訪問介護員等に対する技術指導 

・ 訪問介護員に対する業務指導（介護技術、困難事例へのアドバイス等） 

・ 新任訪問介護員との同行訪問 

   ⅷ 介護技術の研鑽 

・ 訪問介護員等に対する研修の開催 

・ 外部研修への参加 

 

⑧ 勤務体制の確保等 

【指導事例】 

・ 月ごとの勤務（予定）表が、従業者の常勤・非常勤の別、兼務関係等が明確に分かるよう

に作成されていない。 

・ 非常勤の従業者について、事業所の管理者の指揮命令下にあることが確認できる雇用契約

書等の契約書類が未整備である。 

・ 他の事業所の業務にも従事する従業者について、それぞれの事業所における勤務時間が明

確にされていない。 

・ 有料老人ホーム等のスタッフとしての業務時間と訪問介護事業所の訪問介護員としての業

務時間が明確に区分されていない。 

・ 従業者（管理者、サービス提供責任者等を含む。）の勤務記録がなく、実際の配置状

況が確認できない。 

ａ 勤務表は、事業所ごとに、原則として月ごとに作成し、訪問介護員については、日々の

勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者で

ある旨等を明確にすること。なお、勤務の体制は、事業所の見やすい場所に掲示又はファ

イル等に備え付け、自由に閲覧できるようにする必要がある。 

ｂ 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならないため、

勤務日及び勤務時間が不定期な従業者についても、当該事業所の管理者の指揮命令下にあ

る従業者であることが確認できるように、雇用契約書等の契約書類を整備すること。 

ｃ 高齢者向け集合住宅の従業員を兼務する場合には、以下の点について留意すること。 

・ 訪問介護員（従業者）としての勤務時間と高齢者向け集合住宅の従業員としての勤

務時間を明確に区分すること。 

・ 訪問介護員（従業者）が高齢者向け集合住宅の従業員を兼務する場合、訪問介護等

の業務に従事している時間は、高齢者向け集合住宅の職員が配置されている時間とは

みなされない。 

・ 介護保険サービスと介護保険外サービスを明確に区分すること。 

・ 居宅サービス計画等（訪問介護計画等）に位置付けられた時間帯に、訪問介護員（従

業者）が利用者に原則１対１でサービス提供を行わなければならない。食事介助、入
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浴介助、移動時等、１人の訪問介護員（従業者）が同時に又は同時間帯に複数の利用

者に対して提供するサービスでは介護報酬の算定はできない。 

・ 利用者本位ではなく、事業所都合のサービス提供（計画と異なる内容や利用者の生活

に即していない時間帯のサービス提供等）を行ってはならない。 

・ 利用者にとって過剰又は不必要なサービスを位置づけてはならない。 

   ※ 「介護保険外」での日常生活上の世話や生活支援サービス等を考慮せず、区分支

給限度基準額上限まで「介護保険」によるサービスの位置づけは適切ではない。 

・ サービス提供の記録には、実際に提供した時間・内容を記録するとともに、「介護保

険サービスの内容」と「他のサービス内容」の区分を明確にして記録すること。 

・ 高齢者向け集合住宅の入居者に対し、特定の事業所（同一法人の居宅介護支援事業

所や訪問介護事業所等）の選択を強要してはならない。 

・ 指定訪問介護事業所（指定生活支援型訪問サービス事業所を含む。）以外の場所（高

齢者向け集合住宅の事務所等）で、単なる訪問介護員の待機等の場合を除き、書類の保

管、訪問介護計画等の作成、従業者の勤怠管理その他の業務を行ってはならない。 

  ｄ 人員基準を満たしていることが明確になるよう、従業者の出勤時間や退勤時間等、勤務

実態が確認できるような書類を作成すること。 

 

（３）報酬に関する基準 

① 通院・外出介助 

ａ 通院・外出介助における単なる待ち時間や診療時間はサービス提供時間には含めてはならない。

また院内での付き添い行為だけをもってして単独行為として算定することもできない。 

ｂ 院内介助については、原則として医療機関等のスタッフにより対応されるべきであるが、適切

なアセスメントやサービス担当者会議を通して、具体的な院内介助の必要性が確認され、医療機

関等のスタッフにより病院内の介助が得られないことが介護支援専門員により確認されている場

合には、保険給付の算定対象となり得る。この場合において、居宅サービス計画に以下の事項を

記載する必要がある。 

・ 適切なアセスメントに基づく利用者の心身の状況から院内介助が必要な理由 

・ 必要と考えられる具体的なサービス内容（例えば、他科受診のために移動時に車いすの介助

を行う場合など） 

・ 介護支援専門員によって、当該医療機関等において、当該医療機関等のスタッフによる病院

内の介助が得られないことが確認された経緯（いつ、誰に、確認を行った内容） 

また、訪問介護事業所においては、具体的な介助内容及びその標準的な所要時間を訪問介護

計画に明示するとともに、サービス提供記録に記載する必要がある。 

 

② 通院等乗降介助 

・ 目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地（病院等）間の移送や、

通所サービス・短期入所サービスの事業所から目的地（病院等）への移送に係る乗降介助

に関しても、同一の訪問介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。  
※ 通所サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合は送迎減算、    

短期入所サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算の算定不可。 
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※ 入院・退院時に利用する場合も算定可能。 
 
〇目的地が複数ある場合の通院等乗降介助の取扱い 

 
居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護事業所の通院等乗降介助を利用する

ことを条件に算定する。具体例は以下のとおり。 
ａ 利用者が通所介護の終了後、通院等乗降介助を利用して病院へ行き、その後再び通

院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合  
通所介護 事業所と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の２回について、 通

院等乗降介助を算定できる。  
・居宅  
 ↓ 
・通所介護事業所 ※帰りの送迎を行わないため送迎減算を適用 

↓通院等乗降介助（１回目）  
・病院  

↓通院等乗降介助（２回目）  
・居宅  

ｂ 利用者が通院等乗降介助を利用して居宅から病院へ行き、その後再び通院等乗降介

助を利用して通所介護事業所へ行く場合 
居宅と病院の間の移送及び病院と通所介護事業所の間の移送の２回について、通院

等乗降介助を算定できる。 
・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目）  
・病院 

↓通院等乗降介助（２回目）  
・通所介護事業所 ※行きの送迎を行わないため送迎減算を適用  
 ↓ 
・居宅 

ｃ 利用者が居宅から通院等乗降介助を利用して複数（２か所）の病院へ行き、その後

再び通院等乗降介助を利用して居宅へ帰る場合  
居宅と病院の間の移送、病院と病院の間の移送及び病院と居宅の間の移送の３回に

ついて、通院等乗降介助を算定できる。 
・居宅 

↓通院等乗降介助（１回目）  
・病院  

↓通院等乗降介助（２回目）  
・病院  

↓通院等乗降介助（３回目）  
・居宅 
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③ 初回加算 

【指導事例】 

・ サービス提供責任者が訪問介護を行わず、同行訪問も行っていない。 

・ サービス提供責任者が訪問介護に同行した場合に、その旨を記録していない。 

  ・ 訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提

供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行っ

た場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪

問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した

場合は、１月につき所定単位を加算する。 

※ サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に訪問

介護を行ったこと又は同行訪問を行ったことが確認できない場合、初回加算の請求は認

められない。 

 

④ 早朝・夜間、深夜加算 

【指導事例】 

・ 当該加算の対象時間帯におけるサービスについて、訪問介護計画に位置づけられておら

ず、利用者の同意を確認しないまま、当該サービスを提供し、当該加算とあわせて介護報酬

を請求していた。 

ａ 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象と

なる時間帯にある場合に算定する。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象と

なる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな

場合においては、当該加算は算定できない。 

ｂ 対象時間帯 

早朝(６:００～ ８:００)・夜間(１８:００～２２:００)：＋２５％、 

深夜(２２:００～６:００)：＋５０％ 

 

⑤ 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介

護事業所と同一建物等に居住する利用者に対する訪問介護減算 

【指導事例】 

・ 指定訪問介護事業所の所在する建物と隣接する敷地内の建物に居住する利用者に対し

て指定訪問介護を行った場合に、所定単位数を減算していない。 

ａ 指定訪問介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物若しくは指定訪問

介護事業所と同一の建物（以下、「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者に対

し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の９０％を算定する。（ｂに該当する場合

を除く）  

ｂ 上記ａに該当する場合に、事業所における 1 月当たりの利用者が５０人以上居住する建

物に居住する利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の８５％を算定す

る。  

ｃ 事業所における１月当たりの利用者が、同一の建物に２０人以上居住する建物に居住す
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る利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の９０％を算定する。 

 

○ 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問

介護事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」という。）等に居住する利用者に

対する取扱い  

 

① 同一敷地内建物等の定義  

「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的

な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道

路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供

が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１

階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合

など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の

建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。  

② 同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義  

イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に２０人以上居住する建物

」とは、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定

訪問介護事業所の利用者が２０人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別

棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。  

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、

１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する

利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に

当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。また、当該指定訪問介護事業所

が、第１号訪問事業（旧指定介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定め

るものに限る。以下同じ。）と一体的な運営をしている場合、第１号訪問事業の利

用者を含めて計算すること。  

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提

供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用について

は、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。具体的には、次の

ような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適

用すべきではないこと。  

（同一敷地内建物等に該当しないものの例）  

・同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合  

・隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するた

めに迂回しなければならない場合  

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、

運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該

当するものであること。  

⑤ 同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物の定義  



Ⅱ 訪問系サービス 
 

Ⅱ－16 
 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業

所の利用者が５０人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。  

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、

１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する

利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平均利用者数の算定に

当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

 

⑥ 特定事業所加算 

【指導事例】 

・ 訪問介護員ごとに研修計画が作成されていない、または、当該計画に研修の目標が記載さ

れていない。 

・ 全ての訪問介護員に定期的に健康診断等を実施しなければならないところ、非常勤職員が

当該健康診断を受診していなかった。 

・ 緊急時等における対応方法、対応可能時間等について記載した文書が利用者に交付されて

いなかった。 

・ 算定する加算の区分に応じて、以下の要件を満たすとともに、当該記録を作成し保存し

ておくこと。 

 

特定事業所 

加算Ⅰ 

特定事業所 

加算Ⅱ 

特定事業所 

加算Ⅲ 

特定事業所 

加算Ⅳ 

特定事業所 

加算Ⅴ 

【体制要件】 

（１）計画的な研修の実施 

当該指定訪問介護事業所

の全ての訪問介護員等に対

し、訪問介護員ごとに研修

計画（個別具体的な研修の

目標、内容、研修期間、実

施時期等を定めること。）

を作成し、当該計画に従

い、研修を実施又は実施を

予定していること。 

【特定事業

所加算Ⅰの

（１）に適

合】 

【特定事業

所加算Ⅰの

（１）に適

合】 

指定訪問介護事業所の

全てのサービス提供責任

者に対し、サービス提供

責任者ごとに研修計画（

個別具体的な研修の目

標、内容、研修期間、実

施時期等を定めること。

）を作成し、当該計画に

従い、研修を実施又は実

施を予定していること。 

【特定事業

所加算Ⅰの

（１）に適

合】 

（２）会議の定期的開催 

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介

護事業所の訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的（おおむね月１回以上）に開催

すること。 

（３）文書等による指示及びサービス提供後の報告 

指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護
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員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項（利用者のＡＤＬ

や意欲、利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス

提供時の状況、その他サービスの提供に当たって必要な事項）を、文書等の確実な方法により

伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を

受けること。 

（４）定期健康診断の実施 

指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、事業主の費用負担により、健康診断等を

定期的（少なくとも１年以内ごとに１回）に実施すること。 

（５）緊急時における対応方法の明示 

指定居宅サービス基準第２９条第６号に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示

（緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付

し、説明）されていること。 

【人材要件】 

（６）訪問介護員等要件 

当該指定訪問介護事業所

の訪問介護員等の総数のう

ち介護福祉士の占める割合

が１００分の３０以上又

は、介護福祉士、実務者研

修修了者並びに介護職員基

礎研修課程修了者及び１級

課程修了者の占める割合が

１００分の５０以上である

こと。 

【 特 定 事

業 所 加 算

Ⅰ の （ ６

） 又 は （

７ ） の い

ず れ か に

適合】 

  当 該 指

定訪問介護

事業所の訪

問介護員等

の総数のう

ち、勤続７

年以上の者

の占める割

合が１００

分の３０以

上であるこ

と。 

（７）サービス提供責任者要件 

当該指定訪問介護事業所

の全てのサービス提供責任

者が３年以上の実務経験を

有する介護福祉士又は５年

以上の実務経験を有する実

務研修修了者若しくは介護

職員基礎研修課程修了者若

しくは１級課程修了者であ

ること。ただし、指定居宅

サービス基準第５条第２項

により１人を超えるサービ

ス提供責任者を配置するこ

【 特 定 事

業 所 加 算

Ⅰ の （ ６

） 又 は （

７ ） の い

ず れ か に

該当】 

  指定居宅サービス等基

準第５条第２項の規定に

より配置することとされ

ている常勤のサービス提

供責任者が２人以下の指

定訪問介護事業所であっ

て、同項の規定により配

置することとされている

サービス提供責任者を常

勤により配置し、かつ、

同項に規定する基準を上

回る数の常勤のサービス
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ととなっている事業所にお

いては、常勤のサービス提

供責任者を２名以上配置し

ていること。 

提供責任者を１人以上配

置していること。 

（８）重度要介護者等対応要件 

前年度（３月を除く。）

又は算定日が属する月の前

３月間における利用者の総

数のうち、要介護状態区分

が要介護４及び要介護５で

ある者、日常生活に支障を

来すおそれのある症状若し

くは行動が認められること

から介護を必要とする認知

症（日常生活自立度のラン

クⅢ、Ⅳ又はＭに該当）で

ある者並びにたん吸引等を

必要とする利用者の占める

割合が１００分の２０以上

であること。 

 【 特 定 事

業 所 加 算

Ⅰ の （ ８

） に 適 合

】 

前年度（３月を除く。

）又は算定日が属する月

の前３月間における利用

者の総数のうち、要介護

状態区分が要介護３、要

介護４又は要介護５であ

る者、日常生活に支障を

来すおそれのある症状若

しくは行動が認められる

ことから介護を必要とす

る認知症（日常生活自立

度のランクⅢ、Ⅳ又はＭ

に該当）である者並びに

たん吸引等を必要とする

利用者の占める割合が１

００分の６０以上である

こと。 

 

 

（４）その他留意事項 

 ・ 通院等乗降介助における訪問介護員等の運転する車両への家族の同乗に関する承認申請事

務の廃止について 

ａ 通院等乗降介助において、訪問介護員等が運転する車両に要介護者の家族が同乗する場合

の介護保険課に対する承認申請について、令和元年１２月１日付けで廃止となったので留意

すること。 

ｂ 家族が同乗できる場合の判断基準は、「要介護者の状態から病院内で診察時の対応等の必

要があり、家族の同行なしでは通院の目的が果たせないこと」が認められる場合とされてい

る。 

   介護支援専門員等による十分なアセスメントに基づき、家族の同乗が必要な理由・根拠を

明確にケアプラン及び訪問介護計画に位置付ける必要がある。 

※ 通院等乗降介助は、移送を目的としたサービスではなく、訪問介護員等により乗車又は

降車の介助等を必要とする要介護者に対して行う「訪問介護サービス」であり、家族の同

乗を想定したものではない。 
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〇 通院等乗降介助における訪問介護員等の運転する車両への家族の同乗に関する基準 

 

第１条 この基準は、通院等のための乗車又は降車の介助（以下「通院等乗降介助」とい

う。）において訪問介護員等が運転する車両に当該通院等乗降介助を受ける居宅要介護

被保険者と共に当該居宅要介護被保険者の家族が乗車すること（以下「通院等乗降介助

家族同乗」という。）の基準について定めるものとする。 

第２条 通院等乗降介助家族同乗は、次に定める基準により行うものとする。 

（１）要介護者が認知症又は精神疾患を有する者であり、家族がいないと精神的に不安

定になるため、輸送の安全性を保つことが困難であると認められる場合 

（２）主治の医師の診断により要介護者の痰の吸引が必要であると認められる場合 

（３）要介護者が認知症、精神疾患、失語症及びこれらに類する症状が原因で病状を医

師に伝えることができないため、当該要介護者だけでは通院の目的が果たせないと

認められる場合 
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２（介護予防）訪問入浴介護 

 

（１）人員に関する基準 

 ・ 従業者の員数・管理者 

 ・ 以下の人員基準を満たすとともに、従業者（管理者を含む。）の出勤時間や退勤時間

等、勤務実態が確認できるような書類を作成のうえ、保存しておくこと。 

 

〇 人員基準の概要 

 

職種名 資格要件 配置要件 

管理者 特になし 

・常勤職員であること。  

※ 管理者の業務に支障がない場合は、当該訪

問入浴介護事業所の他の職務又は同一敷地内

の他事業所等の職務と兼務可。 

看護職員 看護師、准看護師 １以上 

看護職員又は介護職員のうち１

名は常勤でなければならない。 介護職員 

認知症介護基礎研修等 

※ 令和６年３月３１

日までは努力義務 

２以上 

  

 

（２）運営に関する基準 

① 内容及び手続きの説明及び同意 

ａ 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。 

ｂ 重要事項説明書や契約書の見直しを適宜行うなど、誤りがないようにしておくこと。 

 

〇 重要事項説明書に記載すべきと考えられる事項 

 

ア 運営規程の概要（運営規程に記載すべき事項は以下のとおり） 

ⅰ 事業の目的及び運営の方針 

ⅱ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ⅲ 営業日及び営業時間 

ⅳ 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

ⅴ 通常の事業の実施地域 

ⅵ サービスの利用に当たっての留意事項 

ⅶ 緊急時等における対応方法 
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ⅷ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日まで努力義務） 

ⅸ その他運営に関する重要事項 

イ 訪問入浴介護従業者の勤務体制 

（「管理者１人、看護師〇人以上、介護職員〇人以上」等） 

ウ 事故発生時の対応 

エ 苦情処理の体制 

ⅰ 事業所担当 

ⅱ 市町村（和歌山市の場合は、和歌山市介護保険課及び指導監査課） 

ⅲ 国民健康保険団体連合会   等   

 

ｃ 和歌山市では条例上、保存年数はサービスを提供した日から５年となる。 

 

② 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

【指導事例】 

・ 居宅サービス計画に位置付けられていないサービスを提供していた。 

・ 利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となった際、変更した内容のサ

ービス提供を行い、事後にサービス提供票に記載して介護支援専門員に報告していた。 

 ａ 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければ

ならない。 

 ｂ 利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となった場合、またサービスの提

供時間帯及び内容に変更が生じた場合には、利用者の希望を確認の上で、居宅サービス計

画の変更の援助を行う必要があり、これらの手続きを経てサービス提供を行わなければな

らない。 

※ 居宅サービス計画に位置付けのない訪問入浴介護サービスを提供した場合、介護報酬の

請求が認められていない。 

 

③ サービスの提供の記録 

【指導事例】 

・ サービス提供記録に提供した具体的なサービス内容を記載していなかった。 

・ サービス提供記録に計画上の時間を記載していた。 

ａ サービスを提供した際には、提供日、内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の

居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならない。 

ｂ サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の

状況その他必要な事項を記録しておく必要がある。 

  ※ サービス提供記録には、実際のサービス提供の開始時間と終了時間を記載すること。 

※ サービスを提供したことが挙証できない場合、介護報酬の請求は認められない。 

 

④ 利用料等の受領 

 ・ 訪問入浴のサービス提供に関し利用者から利用料のほかに支払を受けることができる費用
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は以下の２点である。 

・ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護を行

う場合に要する交通費 

  ・ 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

※ 訪問入浴の提供の際に使用する消耗品や清潔の保持に必要な衛生用品の費用を利用

者に用意をさせる又はその費用を負担させることはできない。 

※ 通常の事業の実施地域以外の居宅においてサービスを行う場合の交通費については、

移動に要する実費の範囲内で利用者に請求することは可能であるが、通常の事業の実

施地域内の利用者については交通費（駐車料金等を含む。）を請求することはできな

い。事業所が負担するか、要件を満たせば駐車禁止の適応除外を受けられる場合もあ

るので、警察署に相談することが望まれる。また、駐車マナーに留意し、近隣住民等の

私有地への無断駐車は絶対に行わないこと。 

 

⑤ 具体的取扱方針 

ａ 訪問入浴介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家 

族に対し、「サービスの提供方法等」について、理解しやすいように説明を行う。 

※ 「サービスの提供方法等」とは、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点な

どを含むものであること。 

ｂ 訪問するスタッフ（１回の訪問につき）  

・ 訪問入浴介護 → 看護職員１名 ＋ 介護職員２名  

・ 介護予防訪問入浴介護 → 看護職員１名 ＋ 介護職員１名  

 ※ 看護職員については、介護職員として数えることが可能。 

ｃ 上記スタッフのうち１名をサービス提供の責任者とする。  

※ 入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、衛生管理や入浴サービスの提供に

当たって他の従業者に対し作業手順など適切な指導を行うとともに、利用者が安心して

サービス提供を受けられるように配慮すること。  

ｄ 利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支

障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治の医師の意見を確認した上で、

看護職員に代えて介護職員を充てることができる（この場合、報酬を１００分の９５に減

算して請求する）。  

※ 「主治の医師の意見の確認」については、利用者又はその家族の承諾を得て、当該事

業者が利用者の主治医に確認することとし、あわせて次回の確認を行う時期についても

確認しておくこと。  

※ この場合、訪問入浴介護の提供に当たる職員に看護職員が含まれている場合であって

も、報酬を１００分の９５に減算して請求する 

ｅ サービスの提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に

留意し、特に利用者の身体に接触する設備、器具その他の用品については、サービスの提

供ごとに消毒したものを使用する。  

※ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用者１人ごとに消毒した清

潔なものを利用し、使用後に洗浄及び消毒を行うこと。また、保管にあたっても清潔保
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持に留意すること。  

※ 皮膚に直に接触するタオル等については、利用者１人ごとに取り替えるか個人専用の

ものを利用する等、安全清潔なものを使用すること。  

※ 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従業者に周知させること。 

 

 ⑥ 緊急時等の対応 

・ 指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協

力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。  

※ 協力医療機関については次の点に留意すること。 

・ 事業の通常の実施地域内にあることが望ましい。  

・ 円滑な協力を得るため、あらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 

 

 ⑦ 管理者の責務 

ａ 従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行う。  

ｂ 従業者に基準省令における「第４節 運営に関する基準」の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行う。 

 

⑧ 勤務体制の確保等 

【指導事例】 

・ 月ごとの勤務（予定）表が、従業者の常勤・非常勤の別、兼務関係等が明確に分かるよう

に作成されていない。 

・ 非常勤の従業者について、事業所の管理者の指揮命令下にあることが確認できる雇用契約

書等の契約書類が未整備である。 

ａ 勤務表は、事業所ごとに、原則として月ごとに作成し、訪問介護入浴従業者については、

日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、看護職員（看護

師、准看護師）である旨等を明確にすること。 

なお、勤務の体制は、事業所の見やすい場所に掲示又はファイル等に備え付け、自由 

に閲覧できるようにする必要がある。 

ｂ 事業所ごとに、当該事業所の従業者によってサービスを提供しなければならないため、

勤務日及び勤務時間が不定期な従業者についても、当該事業所の管理者の指揮命令下にあ

る従業者であることが確認できるように、雇用契約書等の契約書類を整備すること。 

ｃ 認知症介護基礎研修の受講が義務付けられたことを踏まえ、以下の資格等を有する者

以外の従業員については、当該研修を受講すること。 

 ※ 令和６年３月３１日までは努力義務。 

 

〇 認知症介護基礎研修の受講義務付けの対象とならない者 
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ⅰ 看護師、准看護師 

ⅱ 介護福祉士 

ⅲ 介護支援専門員 

ⅳ 実務者研修修了者 

ⅴ 介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者 

 介護職員基礎研修課程、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者 

ⅵ 社会福祉士 

ⅶ 医師、歯科医師、薬剤師 

ⅷ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

ⅸ 精神保健福祉士 

ⅹ 管理栄養士、栄養士 

ⅺ あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師  等 

 

（２）報酬に関する基準 

① 初回加算 

 ・ 訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関す

る調整（浴槽の設置場所や給排水の方法の確認等）を行った上で、利用者に対して、初回

の訪問入浴介護を行った場合は、１月につき２００単位を加算する。 

 

② サービス提供体制強化加算 

【指導事例】 

・ 従業者に対する研修について、全ての従業者ごとに個別具体的な研修の目標を定めて計画

を作成されていない。 

・ 算定する加算の区分に応じて、以下の要件を満たすとともに、当該記録を作成し保存し

ておくこと。 

 

サービス提供体制 

強化加算Ⅰ 

サービス提供体制 

強化加算Ⅱ 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 

【体制要件】 

（１）計画的な研修の実施 

訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研

修計画（個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること。）を作

成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定してい

ること。  

（２）会議の定期的な開催 

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項（利用者のＡＤＬや意

欲、利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望、家族を含む環境、前回のサービ

ス提供時の状況、その他サービス提供に当たって必要な事項）の伝達又は当該指定訪問入

浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的（おおむ
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ね月１回以上）に開催すること。  

（３）定期健康診断の実施 

訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、事業主の費用負担により、健

康診断等を定期的（少なくとも１年以内ごとに１回）に実施すること。  

【人材要件】 

（４）介護職員等要件 

次の①又は②のいずれかに適合 以下に適合 次の③又は④のいずれかに適

合 

①訪問入浴介護

事業所の介護職

員 の 総 数 の う

ち、介護福祉士

の占める割合が

１００分の６０

以上 

②訪問入浴介護

事業所の介護職

員 の 総 数 の う

ち、勤続１０年

以上の介護福祉

士の占める割合

が１００分の２

５以上 

訪問入浴介護事業

所の介護職員の総数

のうち、介護福祉士

の占める割合が１０

０分の４０以上又は

介護福祉士、実務者

研修修了者及び介護

職員基礎研修課程修

了者の占める割合が

１００分の６０以上 

③訪問入浴介

護事業所の介

護職員の総数

のうち、介護

福祉士の占め

る割合が１０

０分の３０以

上又は介護福

祉士、実務者

研修修了者及

び介護職員基

礎研修課程修

了者の占める

割合が１００

分の５０以上 

④ 訪 問 入 浴

介 護 事 業 所

の 訪 問 入 浴

介 護 従 業 者

の 総 数 の う

ち 、 勤 続 年

数 ７ 年 以 上

の 者 の 占 め

る 割 合 が １

０ ０ 分 の ３

０以上 

    

（３）その他留意事項 

・ 訪問入浴介護の看護職員の業務の範囲 

・ 訪問入浴介護における看護師の業務は、以下のとおり。 

ⅰ 入浴の可否について判断するバイタルチェック 

ⅱ 入浴に当たって必要な処置 

ⅲ 入浴時の体調の変化等に対応する緊急時対応  等 

なお、訪問看護における「医師の指示」に相当するものは必要としておらず、訪問入浴

介護に必要な範囲を超える医療行為は、訪問入浴介護のサービス提供時には行うことがで

きない。訪問入浴介護において、看護師が同行している場合でも、当該看護師に対し、個

々の 利用者の状態に応じた医師の指示は出されていないため、現行の制度下においては、

このような措置を行うべきではない。このような場合は訪問看護を利用する必要がある。 
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３（介護予防）訪問看護 

 

（１）運営に関する基準 

① 内容及び手続きの説明及び同意 

【指導事例】 

・ 利用者負担額について、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じ

て１割から３割までのいずれかであることが記載されていない。 

・ サービス提供の記録等の保存年数が２年とされていた。 

ａ 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。 

ｂ 重要事項説明書や契約書の見直しを適宜行うなど、誤りがないようにしておくこと。 

 

〇 重要事項説明書に記載すべきと考えられる事項 

 

ア 運営規程の概要（運営規程に記載すべき事項は以下のとおり） 

ⅰ 事業の目的及び運営の方針 

ⅱ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ⅲ 営業日及び営業時間 

ⅳ 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

ⅴ 通常の事業の実施地域 

ⅵ 緊急時等における対応方法 

ⅶ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日まで努力義務） 

ⅷ その他運営に関する重要事項 

イ 看護師等の勤務体制 

（「管理者１人、看護職員〇人以上、理学療法士〇人以上」等） 

ウ 事故発生時の対応 

エ 苦情処理の体制 

ⅰ 事業所担当 

ⅱ 市町村（和歌山市の場合は、和歌山市介護保険課及び指導監査課） 

ⅲ 国民健康保険団体連合会  等 

ｃ 和歌山市では条例上、保存年数はサービスを提供した日から５年となる。 

 

② 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供 

【指導事例】 

・ 居宅サービス計画に位置付けられていないサービスを提供していた。 

・ 利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となった際、変更した内容のサ

ービス提供を行い、事後にサービス提供票に記載して介護支援専門員に報告していた。 
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 ・ 居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿ったサービスを提供しなければ

ならない。 

   利用者の状態の変化等により追加的なサービスが必要となった場合、またサービスの提

供時間帯及び内容に変更が生じた場合には、利用者の希望を確認の上で、居宅サービス計

画の変更の援助を行う必要があり、これらの手続きを経てサービス提供を行わなければな

らない。 

※ 居宅サービス計画に位置付けのない訪問看護サービスを提供した場合、介護報酬の請求

が認められていない。 

 

③ サービスの提供の記録 

【指導事例】 

・ サービス提供記録に提供した具体的なサービス内容を記載していなかった。 

・ サービス提供記録に計画上の時間を記載していた。 

ａ サービスを提供した際には、提供日、内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者

の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければならない。 

ｂ サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録しておく必要がある。 

   ※ サービス提供記録には、実際のサービス提供の開始時間と終了時間を記載すること。 

※ 「提供した具体的なサービスの内容」「利用者の心身の状況」「その他必要な事項」

を記録することの重要性については、以下の２点が挙げられる。 

・ 利用者に対するサービスの質の向上につながること。 

計画に沿ったサービス提供が適正に行われているか、提供しているサービスが利用

者の課題解決につながっているか、さらに改善すべきサービスはないか等を、訪問看

護計画を作成する看護師等（准看護師を除く。）が把握できるような記録とすること

により、利用者に対するサービスの質の向上につながること。 

・ サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること。 

事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や指定権者に対し

証明する責任がある。このための挙証資料として、提供した具体的なサービスの内容

の記録が重要となる。 

※ サービスを提供したことが挙証できない場合、介護報酬の請求は認められない。 

 

④ 利用料等の受領 

【指導事例】 

・ 衛生材料の費用を利用者から徴収している。 

ａ 医師の指示に基づき個別の患者に使用する医薬品及び衛生材料については、本来医療

機関が提供するものであるため、利用者からその費用を徴収することはできない。 

ｂ 通常の事業の実施地域以外の居宅においてサービスを行う場合の交通費については、

移動に要する実費の範囲内で利用者に請求することは可能であるが、通常の事業の実施

地域内の利用者については交通費（駐車料金等を含む。）を請求することはできない。

事業所が負担するか、要件を満たせば駐車禁止の適応除外を受けられる場合もあるので、
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警察署に相談することが望まれる。また、駐車マナーに留意し、近隣住民等の私有地へ

の無断駐車は絶対に行わないこと。 

 

⑤ 主治の医師との関係 

【指導事例】 

・ 提供しているサービスの内容が、主治医の指示書の内容と異なっている。 

・ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書を主治医に提出していなかった。 

・ 訪問看護事業所の管理者は、主治の医師（以下、「主治医」）の指示に基づき適切な指

定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。主治医の指示に基づかない

サービス提供については、原則として認められない。主治医とは、利用申込者の選定によ

り加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師からの指示書の交付を受けることは

できない。 

訪問看護事業所は、主治の医師に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、指定訪

問看護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。ただし、み

なし指定事業所の場合は、診療記録への記載で可。 

 

⑥ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成 

【指導事例】 

・ 利用者の状態の変化に伴い居宅サービス計画が変更されているにもかかわらず、訪問看護

計画を変更していなかった。 

・ 訪問看護計画書の内容について、不備があった。 

・ 訪問看護計画書を准看護師が作成していた。 

ａ 看護師等（准看護師を除く。)は、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等を踏

まえて、次の内容を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。  

・ 看護の目標  

・ 当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等  

ｂ 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿っ

て訪問看護計画書を作成しなければならない。 

ｃ 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。  

ｄ 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付し

なければならない。  

ｅ 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければ

ならない。  

ｆ 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必

要な指導及び管理を行わなければならない。 
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〇 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について 

 

・ 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その内容及び理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士による指定訪問看護については、その訪問が看護業務の一環

としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪

問させるものであること等を説明した上で利用者の同意を得なければならず、また、当

該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。 

・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を提供している利用者につい

ては、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が提供する内容についても、一体的に含むものとし、看護職員（准看護師を除く。）と

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成すること。  

 

⑦ 勤務体制の確保等 

【指導事例】 

・ 従業者（管理者を含む。）の勤務記録がなく、実際の配置状況が確認できない。 

 ・ 人員基準を満たしていることが明確になるよう、従業者の出勤時間や退勤時間等、勤務

実態が確認できるような書類を作成すること。 

 

（２）報酬に関する基準 

① 主治医からの訪問看護に係る指示 

【指導事例】 

・主治の医師の判断に基づいて交付された訪問看護指示書の有効期間が終了しているが、新た

な指示書の交付を受けないまま、継続してサービス提供を行っていた。 

ａ 訪問看護ステーション 

主治医から訪問看護指示書の交付（２か所以上の訪問看護ステーションからの訪問看護の

場合は訪問看護ステーションごとに交付）を受ける必要がある。交付された指示書の有効期間

内に訪問看護を行った場合に算定する。 

  ｂ 保険医療機関である指定訪問看護事業所 

    主治医の指示は診療録に記載されたもので差し支えない。指示を行う医師の診療の日から１

月以内に訪問看護が行われた場合に訪問看護費を算定する。 

なお、主治医が訪問看護を提供する医療機関と異なる医療機関である場合には、診療情報提

供を受ける必要がある。その場合、診療情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供

の基礎となる診療の日から１月以内に訪問看護が行われた場合に訪問看護費を算定する。 

 

② 所要時間の考え方 

ａ 訪問看護を行った場合、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置づけられた内

容の訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 

   ・ ２０分未満の訪問看護 

     短時間かつ頻回な医療措置等が必要な利用者に対し、日中等に訪問看護による十分な
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観察、必要な助言・指導を行うことを前提として、次の要件を満たす必要がある。 

・ 当該利用者に２０分以上の保健師又は看護師による訪問看護を週１回以上提供し 

ていること。 

・ 訪問看護を２４時間行うことができる体制を整えている事業所として、緊急時訪

問看護加算の届け出をしていること。 

  ｂ ２時間未満の間隔で行う訪問看護 

   ・ 前回提供した訪問看護から概ね２時間未満の間隔で訪問看護を行う場合は、それぞれ

の所要時間を合算する。 

・ ２０分未満の訪問看護費を算定する場合及び利用者の状態の変化等により緊急の訪問

看護を行う場合は、所要時間を合算しない。 

  ｃ 複数の看護師等による訪問看護を連続して行った場合 

   ・ １人の看護職員が訪問看護を行った後に、続いて別の看護職員が訪問看護を行った場

合には、それぞれの所要時間を合算する。准看護師による訪問看護が含まれる場合に

は、准看護師による訪問看護費を算定する。 

・ １人の看護職員（又は理学療法士等）が訪問看護を行った後に続いて、他の職種の理

学療法士等（又は看護職員）が訪問看護を行った場合は、職種ごとに算定する。 

※ １人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供する必要性については、適切なケアマ

ネジメントに基づき判断すること。 

 

③ 准看護師による訪問看護が行われた場合 

・ 准看護師が訪問看護を行った場合は、所定単位数の１００分の９０に相当する単位数を

算定する。  

   ※ 居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等

により訪問看護が行われた場合の取扱い  

    ・ 居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情

により准看護師以外の看護師等が訪問する場合については、所定単位数に１００分の

９０を乗じて得た単位数を算定する。 

また、居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することとされている

場合に、事業所の事情により准看護師が訪問する場合については、准看護師が訪問す

る場合の単位数（所定単位数の１００分の９０）を算定する。  

・ 居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事

情により准看護師ではなく理学療法士等が訪問する場合については理学療法士等の場

合の所定単位数を算定する。 

また、居宅サービス計画上、理学療法士等が訪問することとされている場合に、事

業所の事情により理学療法士等ではなく准看護師が訪問する場合については、理学療

法士等の場合の所定単位数を算定する。 

 

④ 「通院が困難な利用者」について 

  ・ 「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれ

ば、通院サービスを優先すべきというもの。 
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※ 通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、

ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定

できる。 
また、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護については、指定通

所リハビリテーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合であっ

て、ケアマネジメントの結果、看護職員と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が

連携した家屋状況の確認を含めた訪問看護の提供が必要と判断された場合に、訪問看

護費を算定できる。 

 

⑤ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問 

ａ  理学療法士等（理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士）による訪問看護は、その訪

問が看護業務の一環としてリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員

の代わりに訪問させるという位置付けで、１週間に６回を限度に算定できる。 

ｂ 理学療法士等による訪問の場合、所定単位数を算定するが、１日に２回を超えて （３

回以上）訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の９０を算定する。  

※ 理学療法士等が連続して３回以上訪問看護を行った場合だけでなく、午前中に２回、

午後に１回行った場合でも同様。 

ｃ 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、毎回の訪問時において記録

した訪問看護記録書等を用い、適切に訪問看護事業所の看護職員及び理学療法士、作業療

法士若しくは言語聴覚士間で利用者の状況、実施した内容を共有すること。 

また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員（准看護師を除く。）と理学

療法士等が連携し作成すること。 

なお、主治医に提出する訪問看護計画書は理学療法士等が実施した内容も一体的に記載

するものとし、報告書には、理学療法士等が提供した訪問看護の内容とその結果等を記載

した文書を添付すること。 

ｄ 複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪問看護計画書及び

訪問看護報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図

ったうえで作成すること。 

ｅ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始

時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態

の適切な評価を行うこと。 

※ 訪問看護サービスの利用開始時とは、利用者が過去２月間（暦月）において当該訪

問看護事業所から訪問看護（医療保険の訪問看護を含む。）の提供を受けていない場

合であって、新たに計画書を作成する場合をいう。 
また、利用者の状態の変化等に合わせた定期的な訪問とは、主治医からの訪問看護指

示書の内容が変化する場合や利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問す

ることをいう。 
 

⑥ 医療保険の訪問看護と介護保険の訪問看護 

  ａ 要介護認定を受けている利用者への訪問看護は、介護保険の訪問看護を算定することが
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原則となる。 

  ｂ 次に該当する場合は、医療保険の訪問看護で算定する。 

   ・ 末期の悪性腫瘍等の患者の取扱い 

     要介護認定を受けている利用者に対しての訪問看護であっても、利用者が末期の悪性

腫瘍その他「厚生労働大臣が定める疾病等（利用者等告示９４第４号）」の患者であ

る場合は、医療保険の訪問看護で算定しなければならない。 

 

〇 末期の悪性腫瘍及び厚生労働大臣が定める疾病等 

 

①末期の悪性腫瘍、②多発性硬化症、③重症筋無力症、④スモン、⑤筋萎縮性側索硬化

症、⑥脊髄小脳変性症、⑦ハンチントン病、⑧進行性筋ジストロフィー症、⑨パーキンソ

ン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン

・ヤールの重症度分類がステージ３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに

限る。）をいう。）、⑩多系統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシ

ャイ・ドレーガー症候群をいう。）、⑪プリオン病、⑫亜急性硬化性全脳炎、⑬ライソゾ

ーム病、⑭副腎白質ジストロフィー、⑮脊髄性筋萎縮症、⑯球脊髄性筋萎縮症、⑰慢性炎

症性脱随性多発神経炎、⑱後天性免疫不全症候群、⑲頚髄損傷、⑳人工呼吸器を使用して

いる状態 

※ 訪問看護指示書に上記の疾病等の病名や状態が記載されている必要がある。 

 

   ・ 特別の指示（特別指示書の交付）があった場合 

     利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示

（訪問看護ステーションにあっては特別指示書の交付）があった場合は、交付の日か

ら１４日間を限度として、医療保険の訪問看護で算定しなければならない。 

・ 精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費の算定の利用者 

※ 同一日に介護保険の訪問看護費を算定することはできない。なお、月の途中で利

用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看

護に変更、又は介護保険の訪問看護から医療保険の精神科訪問看護に変更することは

可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更

することはできないものであること。 

 

⑦ 同一時間帯に複数の訪問サービスを利用した場合 

ａ 利用者は、同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。 

ｂ ただし、訪問介護と訪問看護又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一

時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用する

ことが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについて、それ

ぞれの所定単位数が算定される。 

ｃ  例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメントを通じて、利用者

の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、

３０分以上１時間未満の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（訪問看護ステーション
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の場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については３９６単位、訪問看護については

８２１単位がそれぞれ算定される。 

 

⑧ 緊急時訪問看護加算 

【指導事例】 

・ 緊急時訪問看護加算の算定にあたり、利用者から同意を得ていなかった。 

・ 緊急時訪問看護加算の算定にあたっては、看護に関する意見を求められた場合、２４時

間連絡できる体制にあるほか、事前に当該体制である旨及び計画的に訪問することとなっ

ていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に算定するという説明を行い、利

用者から同意を得ておく必要がある。 

 

⑨ サービス提供体制強化加算 

【指導事例】 

・ 従業者ごとに研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を記載した研修計画を作成されて

いなかった。 

・ 月に１回開催する会議が、従業者のすべてが参加するものとなっていなかった。 

・ 全ての従業者に健康診断を受診させていることが確認できなかった。 

・ 算定する加算の区分に応じて、以下の要件を満たすとともに、当該記録を作成し保存し

ておくこと。 

 

サービス提供体制強化加算Ⅰ サービス提供体制強化加算Ⅱ 

（１）計画的な研修の実施 

全ての看護師等（理学療法士等を含む訪問看護を行う全ての従業員）に対し、看護師等

ごとに研修計画（個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めること。）を

作成し、当該計画に従い研修を実施していること。 

（２）会議の定期的開催 

利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項（利用者のＡＤＬや意

欲、利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望、家族を含む環境、前回のサービス

提供時の状況、サービス提供に当たって必要な事項）の伝達又は看護師等の技術指導を目

的とした会議を定期的（おおむね月１回以上）に開催すること。 

（３）定期健康診断の実施 

全ての看護師等に対し、事業主の費用負担により、健康診断等を定期的（少なくとも１年

以内ごとに１回）に実施すること。 

（４）看護師等要件 

看護師等の総数のうち、勤続年数７年

以上の者の占める割合が１００分の３０

以上であること。 

看護師等の総数のうち、勤続年数３年以上

の者の占める割合が１００分の３０以上であ

ること。 
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⑩ 看護体制強化加算 

【指導事例】 

・ 看護体制強化加算の算定要件を満たしていることを確認できる資料が作成されていなかっ

た。 

・ 算定する加算の区分に応じて、以下の要件を満たすとともに、当該記録を作成し保存し

ておくこと。 

 

看護体制強化加算Ⅰ 看護体制強化加算Ⅱ 

訪問看護ステーション 左 

以外 

訪問看護 

ステーション 

左 

以外 

（１）算定日が属する月の前６月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数

のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が１００分の５０以上で

あること。  

（２）算定日が属する月の前６月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数

のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が１００分の２０以上であるこ

と。  

（３）算定日が属する月の前１２月間において、指定訪問

看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利

用者が５名以上であること。 

（３）算定日が属する月の

前１２月間において、指定

訪問看護事業所におけるタ

ーミナルケア加算を算定し

た利用者が１名以上である

こと。 

（４）指定訪問看護の提供に当たる従業者（指定

居宅サービス等基準第六十条第一項に規定す

る看護師等をいう。以下この号において同

じ。）の総数のうち、  同項第一号イに規定

する看護職員の占める割合が１００分の６０

以上であること。ただし、同項に規定する指

定訪問看護事業者が、指定介護予防訪問看護

事業所の指定を併せて受け、かつ、指定訪問

看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合における、当該割合の算定にあって

は、指定訪問看護を提供する従業者と指定介

護予防訪問看護を提供する従業者の合計数の

うち、看護職員の占める割合によるものとす

る。 
  ※ 令和５年３月３１日までは経過措置によ

り適用せず。 

 【看護体制強化加算

Ⅰ（訪問看護ステー

ション（４））に適

合】 

※  令和５年３月３

１日までは経過措

置 に よ り 適 用 せ

ず。 
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 ※ 看護職員の占める割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前月（暦

月）の平均を用いることとする。なお、当該割合が１００分の６０から１割を超えて

減少した場合（１００分の５４を下回った場合）には、その翌月から看護体制強化加

算を算定できないものとし、１割の範囲内で減少した場合（１００分の５４以上１０

０分の６０未満であった場合）には、その翌々月から当該加算を算定できないものと

すること（ただし、翌月の末日において１００分の６０以上となる場合を除く。）。 

 

⑪ 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は事業所と同一建物に居住する

利用者に対する訪問看護減算 

【指導事例】 

・ 事業所の所在する建物と同一敷地内の建物に居住する利用者に対して訪問看護を行っ

た場合に、所定単位数を減算していない。 

ａ 指定訪問看護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物若しくは指定訪問

看護事業所と同一の建物（以下、「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者に対

し、指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の９０％を算定する。（ｃに該当する場合

を除く）  

ｂ 事業所における１月当たりの利用者が、同一の建物に２０人以上居住する建物に居住す

る利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の９０％を算定する。 

ｃ 上記ａに該当する場合に、事業所における１月当たりの利用者が、５０人以上居住する

建物に居住する利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の８５％を算定

する。  
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４ （介護予防）訪問リハビリテーション 

 

（１）人員に関する基準  

 ① 従業者の員数 

〇 人員基準の概要 

 

① 専任の常勤医師：１人以上 

※ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老人保健施設又は介護医療院であって、病院

又は診療所（医師について介護老人保健施設又は介護医療院の人員基準を満たす余力が

ある場合に限る。）と併設されているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師

との兼務で差し支えない 

② 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士：１以上 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.１) Ｈ３０.３.２３） 

 

〇 人員基準 

【問６１】指定訪問リハビリテーションの人員基準において常勤医師の配置が必要である

が、常勤医師が１名の診療所や介護老人保健施設において指定訪問リハビリテーシ

ョンを実施する場合、当該医師の他にもう一人の常勤医師を雇用する必要がある

か。 

【答】 必要ない。 

【問６２】指定訪問リハビリテーション事業所の常勤医師が、理学療法士等が利用者宅を

訪問してリハビリテーションを提供している時間や、カンファレンス等の時間に、

医療保険における診療を行っても居宅等サービスの運営基準の人員に関する基準を

満たしていると考えてよいか。 

【答】 よい。 

 

（２）運営に関する基準 

① 内容及び手続きの説明及び同意 

ａ 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。 

ｂ 重要事項説明書や契約書の見直しを適宜行うなど、誤りがないようにしておくこと。 

 

〇重要事項説明書に記載すべきと考えられる事項 

 

ア 運営規程の概要（運営規程に記載すべき事項は以下のとおり） 

ⅰ 事業の目的及び運営の方針 
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ⅱ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ⅲ 営業日及び営業時間 

ⅳ 指定訪問リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

ⅴ 通常の事業の実施地域 

ⅵ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日まで努力義務） 

ⅶ その他運営に関する重要事項 

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務体制 

（「医師１人、理学療法士〇人以上」等） 

ウ 事故発生時の対応 

エ 苦情処理の体制 

ⅰ 事業所担当 

ⅱ 市町村（和歌山市の場合は、和歌山市介護保険課及び指導監査課） 

ⅲ 国民健康保険団体連合会 等 

 

ｃ 和歌山市では条例上、保存年数はサービスの提供の日から５年となる。 

 

② サービスの提供の記録 

・ サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録しておく必要がある。 

※ サービスを提供したことが挙証できない場合、介護報酬の請求は認められない。 

 

③ 利用料等の受領 

・ 事業所が通常の利用者負担以外に利用者から受領できる費用については、通常の事業の

実施地域以外の居宅においてサービスを行う場合の交通費に限られており、利用者に駐車

料金を請求することはできない。事業所が負担するか、要件を満たせば駐車禁止の適応除

外を受けられる場合もあるので、警察署に相談することが望まれる。 

    また、駐車マナーに留意し、近隣住民等の私有地への無断駐車は絶対に行わないこと。 

 

④ 訪問リハビリテーションの具体的取扱方針 

〇 訪問リハビリテーションの実施に当たっての留意点について 

 

１ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、医師の指示及び訪問リハビリテ

ーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資す

るよう、妥当適切に行う。 

２ 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項

について、理解しやすいように指導又は説明を行う。 

３ 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 



Ⅱ 訪問系サービス 
 

Ⅱ－38 
 

４ それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施

状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告す

る。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議（基準省令第８１

条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第１１５条第１項に規定する通

所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつ

つ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計

画の原案に位置付けた指定居宅サービス等（法第８条第２４項に規定する指定居宅サ

ービス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下｢構成員｣という。）により構成さ

れる会議（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用

者又はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。

）をいう。以下同じ。）の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地か

ら利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切な

サービスを提供する。 

 

〇 リハビリテーション会議の留意点について 

 

・ リハビリテーション会議の構成員は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担

当者、介護予防・日常生活支援総合事業のサービス担当者及び保健師等とすること。 

・ 指定訪問リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議を開催し、リハビ

リテーションに関する専門的な見地から、利用者の状況等に関する情報を当該構成員

と共有するよう努めること。 

・ リハビリテーション会議は、利用者及びその家族の参加を基本とするものである

が、家庭内暴力等によりその参加が望ましくない場合や、家族が遠方に住んでいる等

によりやむを得ず参加できない場合は、必ずしもその参加を求めるものではないこ

と。 

・ リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等に

より、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合は、速やかに当該会議の内容

について欠席者との情報共有を図ること。 

 

⑤ 訪問リハビリテーション計画の作成 

〇 訪問リハビリテーションの計画の作成にあたっての留意点について 

 

１ 医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該医師の診療に基づき、利

用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、当該サービス

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビ

リテーション計画を作成しなければならない。 
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２ 訪問リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、

当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション

計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利

用者の同意を得なければならない。 

４ 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、訪問リハビリテーション

計画を作成した際には、当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければ

ならない。 

５ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（第１１

１条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。）の指定を併せて

受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状

況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテ

ーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーシ

ョン提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合に

ついては、第１１５条第１項から第４項までに規定する運営に関する基準を満たすこ

とをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

① 訪問リハビリテーション計画は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療に

基づき、利用者ごとに、利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて作成することとした

ものである。利用者の希望、リハビリテーションの目標及び方針、健康状態、リハビリ

テーションの実施上の留意点、リハビリテーション終了の目安・時期等を記載する。な

お、既に居宅サービス計画等が作成されている場合には、当該計画等に沿って訪問リハ

ビリテーション計画を立案すること。訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的

に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。 

② 訪問リハビリテーション計画の作成にあたっては①が原則であるが、指定訪問リハビ

リテーション事業所とは別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている患者

であって、例外として、当該事業所の医師がやむを得ず診療できない場合には、別の医

療機関の医師から情報の提供を受けて、当該情報をもとに訪問リハビリテーション計画

を作成しても差し支えないものとすること。 

③ （略） 

④ 訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなければならな

いこととしたものである。なお、訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅サービス

計画が作成された場合は、当該訪問リハビリテーション計画が居宅サービス計画に沿っ

たものであるか確認し、必要に応じて変更するものとすること。 

⑤ 訪問リハビリテーション計画は医師の診療に基づき、利用者の病状、心身の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえて作成されなければならないものであり、サービ

ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するため、医師及び理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士は、当該計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用

者の同意を得なければならず、また、リハビリテーション計画書を利用者に交付しなけ

ればならない。なお、交付したリハビリテーション計画書は、居宅基準第８２条の２第
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２項の規定に基づき、２年間（※和歌山市は、条例により「サービスの提供の日から５

年間」とする。）保存しなければならない。 

⑥ 指定訪問リハビリテーション事業者が、指定通所リハビリテーション事業者の指定を

併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、指定訪問リハビリテー

ション及び指定通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーシ

ョン提供内容について整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した場合につ

いては、居宅基準第１１５条第１項から第４項の基準を満たすことによって、居宅基準

第８１条第１項から第４項の基準を満たしているとみなすことができることとしたもの

であること。当該計画の作成に当たっては、各々の事業の目標を踏まえたうえで、共通

目標を設定すること。また、その達成に向けて各々の事業の役割を明確にした上で、利

用者に対して一連のサービスとして提供できるよう、個々のリハビリテーションの実施

主体、目的及び具体的な提供内容等を１つの計画として分かりやすく記載するよう留意

すること。 

⑦ 指定訪問リハビリテーション及び指定通所リハビリテーションにおいて整合性のとれ

た計画に従いリハビリテーションを実施した場合には、居宅基準第８０条第４項に規定

する診療記録を一括して管理しても差し支えないものであること。 

⑧ （略） 

 

（平成２７年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ Ｈ２７.４.１） 

 

〇 リハビリテーション会議 

【問８２】介護支援専門員が開催する「サービス提供者会議」に参加し、リハビリテー

ション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われ

た場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 

【答】 サービス担当者会議からの一連の流れで、リハビリテーション会議と同様の構成

員によって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関す

る情報を共有した場合は、リハビリテーション会議を行ったとして差し支えない。 

 

（３）報酬に関する基準 

 ① 「通院が困難な利用者」について 

・ 訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされて

いるが、指定通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるＡＤＬの自立が困難で

ある場合の家屋状況の確認を含めた指定訪問リハビリテーションの提供など、ケアマネ

ジメントの結果、必要と判断された場合は訪問リハビリテーション費を算定できるもの

である。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保される

のであれば、通所系サービスを優先すべきということである。 
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② 基本報酬算定に係る留意事項 

〇基本報酬算定にあたっての留意点について 

 

（１）算定の基準について 
① 指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リ

ハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するとともに、当該医師の診療の日

から３月以内に行われた場合に算定する。 

また、例外として、指定訪問リハビリテーション事業所の医師がやむを得ず診療で

きない場合には、別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供

（指定訪問リハビリテーションの必要性や利用者の心身機能や活動等に係るアセスメ

ント情報等）を受け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリテーション計画を作成

し、指定訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った別の医療機

関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から３月以内に行われた場合に算

定する。この場合、少なくとも３月に１回は、指定訪問リハビリテーション事業所の

医師は、当該情報提供を行った別の医療機関の医師に対して訪問リハビリテーション

計画等について情報提供を行う。 

② 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、指定訪問リハビリテーションの実施

に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語 聴覚士に対し、当該リハ

ビリテーションの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事

項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーショ

ンにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の指示を行う。  
③ ②における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業療法士若しく

は言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記録する。 
④ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問リハビリテーション事業所の医師の診療

に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成し、実施することが原則であるが、医

療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は

運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、

介護保険の指定訪問リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーション・個

別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに 事務処理

手順及び様式例の提示について」（令和３年３月１６日老認発０３１６第３号、老老

発０３１６第２号）の別紙様式２－２―１をもって、保険医療機関から当該事業所が

情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－２―
１に記載された内容について確認し、指定訪問リハビリテーションの提供を開始して

も差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式２－２―１をリハビリテ

ーション計画書とみなして訪問リハビリテーション費の算定を開始してもよいことと

する。 なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３月以内

に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リハビリテーション計画を作成

する。 
⑤ 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画
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を見直す。初回の評価は、訪問リハビリテーション計画に基づくリハビリテーション

の提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う。 
⑥ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以上の指定訪問リ

ハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合には、リハビリテーション計画書

に指定訪問リハビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時

期、その他指定居宅サービスの併用と移行の見通しを記載する。  
⑦ 指定訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に

対して１回当たり２０分以上指導を行った場合に、１週に６回を限度として算定す

る。ただし、退院（所）の日から起算して３月以内に、医師の指示に基づきリハビリ

テーションを行う場合は、週１２回まで算定可能である。  
⑧ 指定訪問リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合

にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の

居宅を訪問して指定訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設又は介護医療

院の人員基準の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設又は介護医療院

による指定訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設又は介護

医療院において、施設サービスに支障のないよう留意する。 
⑨ 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する

事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介

護の工夫などの情報を伝達する。 
⑩ 居宅からの一連のサービス行為として、買い物やバス等の公共交通機関への乗降な

どの行為に関する訪問リハビリテーションを提供するに当たっては、訪問リハビリテ

ーション計画にその目的、頻度等を記録するものとする。 

⑪ 利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問

診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の

診療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記

録上明確にする。 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.１) Ｈ３０.３.２３） 

 

〇 訪問リハビリテーションの基本報酬 

【問６３】１日のうちに連続して４０分以上のサービスを提供した場合、２回分として

算定してもよいか。 

【答】 ケアプラン上、複数回のサービス提供を連続して行うことになっていれば、各サ

ービスが２０分以上である限り、連続していてもケアプラン上の位置づけ通り複数

回算定して差し支えない。ただし、訪問リハビリテーションは、１週に６回を限度

として算定することとなっていることに注意されたい。 
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 ③ 医師が診療を行っていない利用者に対する訪問リハビリテーションサービスの提供 

・ 当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、

指定訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき５０単位を所定単位数から減算

する。 

 

〇 医師が診療を行っていない利用者に対するサービスの提供について 

 

・ 訪問リハビリテーション計画は、原則、当該指定訪問リハビリテーション事業所の

医師の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同し

て作成するものである。 

当該減算は、指定訪問リハビリテーション事業所とは別の医療機関の医師による計

画的な医学的管理を受けている利用者であって、当該事業所の医師がやむを得ず診療

できない場合に、別の医療機関の医師からの情報をもとに、当該事業所の医師及び理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテーション計画を作成し、当該

事業所の医師の指示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

が指定訪問リハビリテーションを実施した場合について、例外として基本報酬に５０

単位を減じたもので評価したものである。 

「当該利用者に関する情報の提供」とは、別の医療機関の計画的に医学的管理を行

っている医師から指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、「リハビリテーショ

ン・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務

処理手順及び様式例の提示について」（平成３０年３月２２日老老発０３２２第２号

）の別紙様式２－２－１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、心身機

能・構造、活動（基本動作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤＬ）、リハビリテ

ーションの目標、リハビリテーション実施上の留意点等について、当該指定訪問リハ

ビリテーション事業所の医師が十分に記載できる情報の提供を受けていることをい

う。 
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【厚生労働大臣が定める基準】 

十二の二 指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対し

て指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定訪問リハビリテーション事業所の利用者が、当該事業所とは別の医療機関

の医師による計画的な医学的管理を受けている場合であって、当該事業所の医師

が、計画的な医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報の提供

を受けていること。 

（２）当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の修了等をしているこ

と。 

（３）当該情報の提供を受けた指定訪問リハビリテーション事業所の医師が、当該情

報を踏まえ、訪問リハビリテーション計画を作成すること。 

ロ イの規定に関わらず、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間に、イ（

１）及び（３）に掲げる基準に適合する場合には、同期間に限り、指定居宅サービス

介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費の注１０を算定できるものとする。 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.１) Ｈ３０.３.２３） 

〇 事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算 

 

【問５９】別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問

リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の

医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーショ

ンを実施する場合において、当該別の医療機関の医師から提供された情報からは、

環境因子や社会参加の状況等、リハビリテーションの計画、指示に必要な情報が得

られない場合どのように対応すればよいか。 

【答】 指定訪問リハビリテーション等を開始する前に、例えば当該指定訪問リハビリテ

ーション事業所等の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に利用者を訪問させ、

その状態についての評価を報告させる等の手段によって、必要な情報を適宜入手し

た上で医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が共同してリハビリテーシ

ョンを計画し、事業所の医師の指示に基づいてリハビリテーションを行う必要があ

る。 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.８) Ｈ３１.２.５） 

○ 事業所の医師が診察せずにリハビリテーションを提供した場合の減算 

 

【問１】別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪

問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関

の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーシ

ョンを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれ
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ば、基本報酬から５０単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できる

こととされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつ

け医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。 

【答】含まれる。なお、応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、事業所の医

師に情報提供を行う日が属する月から前３６月の間に合計６単位以上（応用研修の

うち、「応用研修第１期」の項目である「フレイル予防・高齢者総合的機能評価（

ＣＧＡ）・老年症候群」「栄養管理」「リハビリテーション」「摂食嚥下障害」及

び「応用研修第２期」の項目である「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーシ

ョンの実際」「在宅リハビリテーション症例」「リハビリテーションと栄養管理・

摂食嚥下障害」のうち、いずれか１単位以上を含むこと。）を取得又は取得を予定

していればよい。また、別の医療機関の医師が訪問リハビリテーション事業所等の

医師に情報提供をする際に下記を参考とした記載をすることが望ましい。 

「適切な研修の修了等をしている。」 

※ 平成３０年Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.１）（平成３０年３月２３日）問６０は削除する。 

  平成３０年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.８）（平成 31 年２月５日）問１の

修正。 
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５（介護予防）居宅療養管理指導 

 

（１）運営に関する基準 

① 内容及び手続きの説明及び同意 

ａ 事業者は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込

者の同意を得なければならない。 

ｂ 重要事項説明書や契約書の見直しを適宜行うなど、誤りがないようにしておくこと。 

 

〇 重要事項説明書に記載すべきと考えられる事項 

 

ア 運営規程の概要（運営規程に記載すべき事項は以下のとおり） 

ⅰ 事業の目的及び運営の方針 

ⅱ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

ⅲ 営業日及び営業時間 

ⅳ 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

ⅴ 通常の事業の実施地域 

ⅵ 虐待の防止のための措置に関する事項（令和６年３月３１日まで努力義務） 

ⅶ その他運営に関する重要事項 

イ 居宅療養管理指導従事者の勤務体制 

ウ 事故発生時の対応 

エ 苦情処理の体制 

ⅰ 事業所担当 

ⅱ 市町村（和歌山市の場合は、和歌山市介護保険課及び指導監査課） 

ⅲ 国民健康保険団体連合会   等 

 

② サービスの提供の記録 

・ サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身

の状況その他必要な事項を記録しておく必要がある。 

※ サービスを提供したことが挙証できない場合、介護報酬の請求は認められない。 

 

③ 利用料等の受領 

・ 居宅療養管理指導に要した交通費（通常の事業の実施地域内の交通費を含む。）につ

いて、実費を利用者から徴収してもよいものとする。 

なお、交通費の支払いを受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に説

明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

（２）報酬に関する基準 

 ① 通院が困難な利用者について 
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  ・ 居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、定期的に

訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等の必要のないものや通院が

可能なものに対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介護

者等の助けを借りずに通院ができるものなどは、通院は容易であると考えられるため、

やむを得ない事情がある場合を除き居宅療養管理指導費は算定できない。 

 

② 単一建物居住者について 

・ 居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、同一月の利用者数を

「単一建物居住者の人数」といい、当該数に応じて、「（一） 単一建物居住者１人に対

して行う場合」、「（二）単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合」、「（三

）（一）及び（二）以外の場合」のいずれかを算定する。 

・ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、

マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している利用者 

・ （介護予防）小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、（介護予防）認知

症対応型共同生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）などのサービスを受

けている利用者 

※ ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所は、ユニットごとにおい

て、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなすことがで

きる。 

※ １つの居宅に居宅療養管理指導費の対象となる同居する同一世帯の利用者が２人

以上いる場合は、利用者ごとに「単一建物居住者が１人の場合」を算定する。 

※ 一つの建築物の利用者数が当該建築物の戸数の１０％以下又は戸数が２０戸未満

であって、利用者が２人以下の場合は、それぞれ「単一建物居住者が１人の場合」を

算定する。 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.１) Ｈ３０.３.２３） 

 

〇 単一建物居住者 ①２回に分けて実施する場合等 

【問４】以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管

理指導費を算定するのか。 

① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、２

回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合 

② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ

別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合 

【答】いずれの利用者に対しても「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養

管理指導を算定する。 

 ※ 平成３０年１０月１日以降、平成２４年Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.１）（平成２４年３月１

６日）問５０は削除する。 

〇 単一建物居住者 ②要介護者と要支援者１人ずつへの訪問 
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【問５】同一月に、同一の集合住宅等に居住する２人の利用者に対し、居宅療養管理指導

事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、１人が要介護者で、もう１

人が要支援者である場合は、単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合の

居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。 

【答】 要介護者は単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合の居宅療養管理指

導費を、要支援者は単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合の介護予防

居宅療養管理指導費を算定する。なお、他の職種についても同様の取扱いとなる。 

 ※ 平成３０年１０月１日以降、平成２４年Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.２）（平成２４年４月２

５日）問５は削除する。 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.３) Ｈ３０.４.１３） 

 

〇 単一建物居住者 訪問診療との関係 

【問１】医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する２人に対して、同一月

中に２人に訪問診療を行う場合であって、１人は当該月に訪問診療のみを行い、も

う１人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導に

ついては、どの単位数を算定することとなるのか。 

【答】単一建物居住者１人に対して行う場合の単位数を算定する。なお、歯科医師による

居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。 

※ 平成３０年４月１３日以降、平成２４年Ｑ＆Ａ（ｖｏｌ.２）（平成２４年３月３

０日）問５は削除する。 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.４) Ｈ３０.５.２９） 

 

〇 単一建物居住者の人数が変更になった場合の算定について 

【問４】居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者

の人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 

【答】 居宅療養管理指導の利用者が死亡する等の事情により、月の途中で単一建物居住

者の人数が減少する場合は、当月に居宅療養管理指導を実施する当初の予定の人数

に応じた区分で算定する。 

また、居宅療養管理指導の利用者が転居してきた等の事情により、月の途中で単

一建物居住者の人数が増加する場合は、 

① 当月に居宅療養管理指導を実施する予定の利用者については、当初の予定人数

に応じた区分により、 

② 当月に転居してきた居宅療養管理指導の利用者等については、当該転居してき

た利用者を含めた、転居時点における居宅療養管理指導の全利用者数に応じた区

分により、それぞれ算定する。 

なお、転居や死亡等の事由については診療録等に記載すること。 
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例えば、同一の建築物の１０名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１

名が月の途中で退去した場合は、当該建築物の９名の利用者について、「単一建

物居住者１０名以上に対して行う場合」の区分で算定する。 

また、同一の建築物の９名に居宅療養管理指導を行う予定としており、１名が

月の途中で転入した場合は、当初の９名の利用者については、「単一建物居住者

２人以上９人以下に対して行う場合」の区分で算定し、転入した１名について

は、「単一建物居住者１０名以上に対して行う場合」の区分で算定する。 

〇 単一建物居住者の人数の考え方について 

 

【問５】同一の建築物において、認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する

場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 

【答】 同一の建築物において、ユニット数が３以下の認知症対応型共同生活介護事業所

と集合住宅が併存する場合には、次のとおり、認知症対応型共同生活介護事業所と

それ以外で区別し、居宅療養管理指導費を算定する。 

① 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれの

ユニットにおいて、居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の

人数とみなす。ただし、１つのユニットで１つの同一世帯の利用者のみに居宅

療養管理指導を実施する場合には、利用者ごとに「単一建物居者が１人の場合

」の区分で算定する。 

② 当該建築物のうち認知症対応型共同生活介護事業所以外については、認知症

対応型共同生活介護事業所で居宅療養管理指導を実施する人数を含め、当該建

築物で居宅療養管理指導を実施する人数を単一建物居住者の人数とする。 

ただし、当該建築物で１つの同一世帯の利用者のみに居宅療養管理指導を実施

する場合は、利用者ごとに「単一建物居者が１人の場合」の区分で算定する。 

また、「当該建築物で居宅療養管理指導を行う利用者数が、当該建築物の戸数

の１０％以下の場合」又は「当該建築物の戸数が２０戸未満であって、居宅療養

管理指導を行う利用者が２人以下の場合」については、利用者ごとに「単一建物

居住者１人に対して行う場合」の区分で算定する。 

〇 単一建物居住者の人数の考え方について 

 

【問６】同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が

２人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅

に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が２人以上いる世帯」とそ

れ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。 

【答】 いずれの場合についても、居宅療養管理指導を実施する予定の合計数に応じた区

分により算定する。 

例えば、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世

帯」が２世帯ある場合の区分については、「単一建物居住者２人以上９人以下に対

して行う場合」の区分により算定する。 
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また、同一の集合住宅に、居宅療養管理指導費を利用する「同居する夫婦の世帯

」が １世帯と居宅療養管理指導費を利用する者が「１人の世帯」が８世帯ある場

合の区分については、「単一建物居住者１０人以上に対して行う場合」の区分によ

り算定する。 

 

④ 医師・歯科医師による居宅療養管理指導 

・ 主治の医師及び歯科医師が、計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基

づき、ケアマネジャー等に対してケアプランの作成等に必要な情報提供を行っているこ

と。 

また、利用者又はその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方

法等についての指導及び助言を行っていること。 

※ ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できない（ケアマネジャーに

よるケアプラン作成が行われていない場合を除く。）ので留意すること。 

 

⑤ ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

・ ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参加により行うこ

とを基本とする。 

   サービス担当者会議への参加により情報提供を行った場合については、別紙様式１（

医師）又は２（歯科医師）を参考に、情報提供の要点を記載すること。 

 ※ 当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等におい

ては、「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師に情報提供する場合は、診療状況を示す

文書等の内容も含む。）について、別紙様式１又は２等（メール、ＦＡＸ等でも可）

により、情報提供を行うことで足りるものとし、その場合は当該様式等の写しを診療

録に添付する等により保存すること。 

 

〇 ケアマネジャーに対する情報提供の方法について 
 
① 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供される

ために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者か

ら求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サー

ビス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。  
② ①に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言

については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければなら

ない。  
③ ②の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合について

は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は

助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。 
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〇 情報提供すべき事項 

 

(ａ) 基本情報（医療機関名、住所、連絡先、医師・歯科医師氏名、利用者の氏名、生年

月日、性別、住所、連絡先等） 

(ｂ) 利用者の病状、経過等 

(ｃ) 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等 

(ｄ) 利用者の日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会において必要な支援    

  等 

 

（平成３０年度介護報酬改定に関する関係Ｑ＆Ａ(ｖｏｌ.１) Ｈ３０.３.２３） 

 

〇 介護支援専門員への情報提供月複数回実施の場合 

【問６】医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員

への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合で

あっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。 

【答】 ・毎回行うことが必要である。 

・なお、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情

報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容を情

報提供することでよい。 

 ※ 平成３０年１０月１日以降、平成２４年Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ.１）（平成２４年３月１

６日）問５４は削除する。 

 

⑥ 利用者・家族等に対する指導・助言の方法 

ａ 介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等に関する指導又は助言は、文書

等の交付により行うよう努めること。 

なお、口頭により指導又は助言を行った場合は、その要点を記録すること。 

※ 医療保険の診療録に記載する場合は、下線又は枠で囲う等により、他の記載と

区別できるようにすること。 

文書等により指導・助言を行った場合は、その文書の写しを診療録に添付する等によ 

り保存すること。 

 

 



 

別紙様式１ 

Ⅱ－52 

 

都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（医師） 

令和    年    月    日 
情報提供先事業所      
担当     殿 

医療機関名      
医療機関所在地      
電話番号       
FAX番号       
医師氏名                                   

基本情報 

利用者氏名 

（ふりがな） 
男 

・ 

女 

〒      － 

  

  

明・大・昭      年     月     日生(    歳)    連絡先       (     ) 

利用者の病状、経過等 

(１) 診断名（特定疾病または生活機能低下の直接の原因となっている傷病名については１.に記入）及び発症年月日 

    １．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

    ２．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

    ３．                                         発症年月日  （昭和・平成・令和      年     月     日頃 ） 

(２) 生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容 

〔前回の情報提供より変化のあった事項について記入〕 

 

(３) 日常生活の自立度等について 

・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) 

・認知症高齢者の日常生活自立度            

 

□自立  □J1  □J2  □A1   □A2   □B1   □B2  □C1  □C2 

□自立  □Ⅰ  □Ⅱa  □Ⅱb □Ⅲa  □Ⅲb □Ⅳ  □Ｍ 

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等 
(１) 現在あるかまたは今後発生の可能性の高い生活機能の低下とその対処方針 

□尿失禁 □転倒・骨折   □移動能力の低下 □褥瘡 □心肺機能の低下  □閉じこもり  □意欲低下    □徘徊   

□低栄養 □摂食・嚥下機能低下  □脱水 □易感染性  □がん等による疼痛  □その他（               ） 

→ 対処方針 （                                                                                     ） 

(２)サービス利用による生活機能の維持･改善の見通し 

□期待できる            □期待できない             □不明 

(３) サービスの必要性（特に必要性の高いものには下線を引いて下さい。予防給付により提供されるサービスを含みます。） 

□訪問診療                □訪問看護          □訪問歯科診療    □訪問薬剤管理指導 

□訪問リハビリテーション  □短期入所療養介護  □訪問歯科衛生指導  □訪問栄養食事指導 

□通所リハビリテーション   □その他の医療系サービス（                     ）   

(４) サービス提供時における医学的観点からの留意事項 

・血圧 □特になし □あり（                         ）・移動 □特になし □あり（                            ） 

・摂食 □特になし □あり（                         ）・運動 □特になし □あり（                            ） 

・嚥下 □特になし □あり（                         ）・その他 （                                            ） 

利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等 
(１) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

(２)社会生活面の課題と地域社会において必要な支援 

社会生活面の課題 □特になし □あり

（                                                              ） 

→ 必要な支援（                                           ） 

(２) 特記事項 

 

 



 

別紙様式２ 

Ⅱ－53 

 

都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（歯科医師） 

令和    年    月    日 
情報提供先事業所      
担当     殿 

医療機関名      
医療機関所在地      
電話番号       
FAX番号       
歯科医師氏名                                  

基本情報 

利用者氏名 

（ふりがな） 
男 

・ 

女 

〒      － 

  

  

明・大・昭      年     月     日生(    歳)    連絡先       (     ) 

利用者の病状、経過等 

(１) 情報提供の目的 

 

(２) 病状、経過等 

□ 口腔衛生状態不良 

□ う蝕等    

□ 歯周病   

□ 口腔粘膜疾患（潰瘍等） 

□ 義歯の問題（□ 義歯新製が必要な欠損 □ 義歯破損・不適合等）  

□ 摂食・嚥下機能の低下 

□ 口腔乾燥  

□ その他（                                 ） 

 

□ 配慮すべき基礎疾患（                           ） 

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等 
(１) 必要な歯科治療 

□ う蝕治療  □ 冠・ブリッジ治療      □ 義歯の新製や修理等 

□ 歯周病の治療   □ 口腔機能の維持・向上  □ その他（             ）   

(２) 利用すべきサービス 

□ 居宅療養管理指導（□ 歯科医師、□ 歯科衛生士） □ その他（         ） 

(３) その他留意点 

□ 摂食・嚥下機能  □ 誤嚥性肺炎  □ 低栄養  □ その他（         ） 

(４) 連携すべきサービス 

□ 特になし □ あり（       ） 

→必要な支援（          ） 

利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等 
(１) 利用者の日常生活上の留意事項 

 

(２)社会生活面の課題と地域社会において必要な支援 

社会生活面の課題 □ 特になし □ あり

（                                                              ） 

→ 必要な支援（                                           ） 

(３) 特記事項 
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